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田安宗武の『古事記詳説』

一皇位継承観を中心に一

夕(宮沢) より子

 田安宗武は1715(正徳5)年12刀に紀州藩主であった徳川吉宗の第2子として江戸に生ま

れた. 父吉宗は翌1716年に8代将軍となり以後30年の長きにわたって政権を担い「中興の

祖」といわれている. 宗武は17才のとき後年御三卿の一つとなる田百家を創立し21才で関

白近衛家久の娘と結婚し. 1771(明和8)年6月に57才で没するまで終生江戸で生活するこ

とになる. 彼の子に白河藩主で老中になった松平定信かおり享保改革と寛政改革という政

治の表舞台で活躍した著名な父や息子と違って宗武は政治的には注目される存在ではないと

いえよう. しかし、彼は荷田在満や賀茂真淵を招漏したことで知られているように歌人であ

るとともに古典への造詣が深く歌学・古典注釈・仮名遣い・有職故実などに関する著書を多く

残している. あまりの学問好きは三卿に似合わぬ不行状として、将軍に注意を受けたほどであ

ると伝えられているけ. 

 宗武の学問でもっとも有名なのはt彼と在満や真淵との間に展開された『国歌八面』論争で

あるが将軍家に直結する人物であるとともに前期国学の代表者真淵を師と仰いだ人物である

ことを考えると彼が『古事記』の注釈を行っていることはもっと関心をもたれるべきだと思

われる宗武の『古事記』観は遺臣長野清良が宗武没後の1780(安永9)年の識語を付す

『古事記詳説並別記』(以下『古事記詳説』と略記｝にみることができる. 成立は宗武か50才を

越えた晩年に近い頃と考えられる. 彼にはそれ以前に成る「古事記頭書』という書き入れ本が

残されているが両者の問には著しい研究上の進展がみられる. 彼の研究は近世の『古事

記』研究の基礎を築いた度会忘霜の「龍頭古事記』をもとにしt荷田家や真淵の影響下に進め

られていたであろう. また新井白石の『古史通』はすてに成り. 未［:1」ではあったか白石門

下の土肥元成を師にもつ宗武は恐らく読んでいたと考えられるZ 1. 彼は記紀研究か新たな時代

を迎える真っ只中で「古事記』に取り組みそれまでの「古事記』全巻の注釈としてはもっと

も詳細で独自な解釈を提示している. 本稿の日的は. 宗武が『古事記』の「神代」に何を見出

し自己をどのように認識したのかを明らかにし彼を近IH:国学に位置づけるための一つの素

材を提供することにある. 
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1唱

 宗武の『古事記』理解の特質は神代も含めて全巻を人間の政治的世界の出来事として歴

史的・合理的に解釈し通すことにある. 国文学の立場から唯一の全体的な宗武研究書を書かれ

ている土1岐善麿氏は「歴史を伝説から独立せしめる態度をとった『古史通』及び『古史通或

問』の著者新井白石と宣長との問にあって古事記研究の発展過程を示すものといへるであら

う」3と言われておりまた次田真幸氏は「白石の『古史通」における古伝解釈法と極めて類

似性が多く神話伝説の類を総て歴史事実として解釈する傾向が強い」と言われている'1 ). 周

知のように白石の記紀理解の特質はその徹底した歴史主義的解釈にあるが. その同流は「旧

事紀古事記日本書紀等の書はみなこれ朝廷の勅旨に係りて我国上古神世より始て歴代君臣の事

業を記載せられし所」(「古史通』読法凡例)ti)というように. 勅命による史書を『旧事紀』を中

                                     ヘ  へ心に据えながらも一応資料的に等価に扱いその上で「いつれの書に出し所なりとも其事実に

       ヘ  へ違ふる所なく命乞義において長ぜりと見ゆる説にしたが」(同上傍点引用者. 以下1司様＞6って

自ら取捨選択し正しい「古史」を復元・再構成することにある。それに対して宗武はすで

に定説となっていた『旧事紀」偽書説をとりまた『日本書紀』ではなく『古事記』を「国

史」の第一に置いてしかも校訂よりも訓読に重きを置きながら注釈という方法で対象に取

り組んだのである. つまり『古事記詳説』と「古史通』および「或問』とは基本的な視点

そのものが極めて異なっているのである. しかし白石が中世神道流の神秘的諸説を排して. 

儒教的合理主義と古史尊重とを判断基準にして錯綜する古史古伝を整理した点7［において

宗武はまさに白石の後継者たるに相応しい. そこで宗武の独自性を探るために白石の神代

観と対照しながら彼の『古事記』観をみていくことにする. 

 宗武は冒頭の「高天原」を「後にいふ皇都なり」〈i35頁＞8｝と明言し同じく高天原と

いっても漠然と天を表す場合と区別しているこの高天原解釈はもっとも白石の影響下にあ

る理解であり二人の歴史主義的な方法の原点だといわれている. 宣長が「高天原」を「天神

の坐ます御国」である「天」としたことか彼の神代観の出発点となったことを考えれば宗

武には白石に比べて大きな発想の転換はないともいえる. しかしそこにも彼の独自性が息づ

いているように思われる. 白石は「高」の訓みは「二二」だから常陸国多珂郡を指し「天」

  ア マ
は「阿麻」と訓むように注があるので「上古の俗に阿麻といひしは海」であり「原」は「上

     ド                 ケカアマノハラ古之俗に播羅といひしは上」であるとして古語の「多珂阿麻能播羅といひしは多珂海上之

地」(『古史通』巻1)！')と解釈する. 彼は高天原が日本のどの地に当たるのかに強い関心を示

し語呂合わせとも思える方法により場所を確定していく. 彼にとって「上宙の語言のありし

ま・に猶今も伝はれるは歌詞と地名との二つ」(『古史通』読法凡例)to〕なのであるから地名に
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還元するのは彼の一貫した方法でありそこに歴史的事実としての実証性の根拠の一つを置く

のである. それに対して国語学者でもある宗武はそうした牽強付会には組みせず高天原の

「高天ハ貴きいひ、原曲広大のいひ」(135頁｝として天上の世界ではないが聖都の尊称の

意味として捉えるに留まっている. つまり宗武は歴史主義的とはいっても、1'1tiのように具

体的な実証牲をストレートに「占事記』に求め古代史を明らかにしていこうとするのではなく. 

あくまで「古事記』が描いている政治思想的意味を探ろうとしているように思われる. そこに

ある意味では「古事記』に規範的原型をみようとする宣長の方向へと通じるものをみること

ができるかもしれないがそれは後述するように極めて限定された関心に基づいていたのてあ

る. 

 次に高天原に成る神々について宗武は「天御中主神とは都の主とまうせるに同じけれバ

           ヘ  マ  ヘ  ヘ  ヘ  へ
独りの御名にハあらで天皇の御通称也. 高御産巣日と神産巣口とハ後に高木大御神をまう

しまつれば是も天子皇帝などの号に同じ」(同上)としこの3代は「独りの御名しられざ

るより」そうした通称で名付けられているが. 実1際は天御中主神は「天皇の始メ則チ高祖」

でありt高御産巣日・虚心巣［1はそれぞれ2代・3代の天皇である(195頁)としているaそし

て第4代天皇が、「国稚く浮きし脂のallくして夙麟品詞1軸轍雁寺新の如く萌祠

る物に因って成」つた孕1森悉高歯爵備克苦塩てあるこの名は「いまた劾誉～まぜし程心t

                      カンリリ父の大御神(神門巣［神:カッコ内引用者以下同様)崩御ませしかば世の面骨なくなりぬ。さ

るからに. ややおさまらざりしに此大御神葦牙のきざしのぼるがごとおよずけますまにま

                 ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  へ
に高天原もとのごとく治りてつみに天つすめらぎにならせ給ひし」(同上)ことに由来する

というそこで宇麻志阿斯珂備比古遅は幼い11寺に国が不安定であった経験を「おぼしてにや. 

       ヘ  ミ ゐ                                      ヘ  ヘ ヘ  ヘ             ミ ヨ      ヘ ヘ  へ

第一の蛭子にハ天譲りまし第二の皇子にはしらすべき国あがち給ひて此御宇より天都神

へ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ    へ

因都心の二つの御流れとはなしませし」(同」つたσ)だという. だから第5代天皇は第1子

       ヘ  ヘ  ヘ                                 ヘ  へ

である天之面立大御神で、その弟の国之常凡大神は「国都神の上祖」となりそれに続くいわ

ゆる神世7代が「国都神」の系譜を継ぐという. 要するに. 彼は天皇家の系譜を記の冒頭から

始めそれを「天都神」ニ「大御神」としそれが5代となった時点で新たに「国都神」＝

「大神」の系譜も誕生したとしこれ以降の神々を両統に分類し系譜づけていくのである(四

面の神統譜参照). 

 こうした考えの中にも白石の『古史通』などの影響をみることができる. まず第1に

「通称」という見方である. 「旧事紀』を基本的に信用する白石は忍穂耳雌の息子には現々

杵尊のほかに兄である饒速日誌がおり前者が日向国の高千穂峰に後者が河内国河上の曄峰に

降臨したとしているがそうすると『日本書紀』との間に一つの回忌が生じる. というのは

書紀では神武天皇東征の最後の段階で饒速Fl尊が登場するので天孫降臨から神武天皇の代ま

でのつまり3代の時間的隔たりを説明しなければならなくなるからである. その矛盾を白石
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『古事記詳説』の血統譜

［天神系】(大御神) ［国神門］(大神〉

1代 天国御中屯

    1

2代 高御産巣日

    t

3代 神御産巣目

    1

4代 宇麻志阿斯珂備比古遅

5代 天之常立(兄) 国之常立(弟)

   1
6代 天鏡(兄)＝皇娘

     1

7代 三三

     1

8代 沫那芸＝沫那美

9代 頬那芸(兄)＝頬那美

     i

lO代  高木 ＝  天照

 豊雲野(剃

  1

 (略)

  1

於丁丁琉

   1

伊邪那1岐(弟)＝伊邪那美

須佐之男

 ll代 忍穂耳＝秋津師比売               大国主

      一       一
 12代 掴々芸(弟)火明尊(兄)阿渥一高日子根(兄)   事代主(弟)

      t

131't、14fヒ   (1略)

      l

 l5代 神倭伊波礼毘古(神武天塁:第4子)  ＝   路鞘五十鈴姫

1代

2代

34. 5代

6代

7代

8代

9代

10代

                          注｝一 実子 一一一 養子＝ 婚姻

は. 「天地剖判の仁所レ生神の後世々相襲て天御中主尊と称せしなるべし」(「古史通』巻一・ )11)

という先例を挙げ「饒速日尊の御後世々相襲て饒速日尊と称しければ宇麻志麻治命の事を

も古事記日本紀古語拾遺等には饒速日命」q司上巻三＞IL')と呼んでいるのだとして「襲名」

という習慣で解決しようとする. 白石のこうした説明はそれぞれの古史の食い違いをどう整

合的に理解するかにあるが『古事記』を中心とする宗武にはそうした必要性は少ないにもか

かわらずこれらの神々を「通称」と捉える点は共通している. それは白石同様に. 神を不
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死ではなく生身の人間と捉えるので時間を異にする同じ神の出現は「通称」と解するほか

はないのである. 

 第2に「天二神」・「国都神」の系譜分けは白石の「天統・丸心」を想起させる. 天御

中主神を天富家の始祖国常二尊と同体異名の神とする中世神道以来の儒家神道の伝統を大胆に

否定した白石13 iは改めて両者の関係をどう理解すべきかを考え天統・国忌という二つの血

統を立てている. つまり古い時代に天†を統…した「大一統の君」(『或問』上)川である天

御中主神を始祖とする天統と次の時代に1. 天命」により滑主となる国忌二尊を始祖とする国

統という二つが並存し結局天統の高慢産霊神の娘と国統の天照大神の息子である晶晶耳尊

との問に生まれた境々杵尊によって両統は統一され現在の天皇家へとつなかると理解するの

である. したがってこうした観点から『lH事紀』冒頭の「天祖」の名が「天譲日天狭霧国

譲日国狭霧尊」であるのは「天三国三日神の御孫に帰したまひし義をしめされ」q司上)］Oた

ものであるという. しかしながら両者を具体的に検討していくと明白な相違がみられる. 白

石にとっては時間的ズレはあるが両統は対等な:二つの政治的勢力でありそこには優劣関係

は想定されておらず両統の血統的統一の結果である項々杵尊とはいっても実際のところ

「実命すでに帰する所ありて肉肥立乏轟細遂に大八洲之国をたもたせたまふ」〔同上)16)という

ように「天命」によって三二から国統へと移り「ヨ1朝交替」17)があったとされるのである. 

易姓革命を肯定する儒者白石にとっては［E朝の永続ではなく交替こそが歴史的に解明されな

ければならなかったのである. これに対して宗武の論理には両統の優劣関係が前提されてお

り二つの系譜は相互に関係づけられはするが決して交替可能な血統とはみなされていない. 

宗武は先にみたように「天四神」を「大御神」「国都神」を「大神」の尊称で呼んでいる. 

「記』では天照大御神だけに「大御」の2字の尊称を加えて. 「五柱の天神及高木尊にハ. 大

               ヘ  へ御の二字を加へ奉らず. こハ皆同阜祖なるをかく書るハ安萬侶が甚しき誤りなり」(136

頁)としてこのほかの天神系の神々もすべてまたその「大妃」にもその出白が国神系で

あったとしても「大御神」をつけて記している. こうした徹底した両系譜の尊卑の区別はま

                    ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  へ
さに『古事記詳説』の凡例として長野清良が「皇統皇別諸臣の世系などその書法混雑しま

たは本文なるべきを注とするの類t例にならひて改め正たまふ」03頂)と記していることで

あるつまり「三都神」＝「皇統」と「国都神」＝「皇別」とを神名の書法において明示

しているのである. さらに宗武の独自惟は次に述べるように尊卑の別を明確化した上での

縁戚関係にある両統の並存の意味づけにある. 

 『記』の記述を歴史主義的にみると. 宇麻志阿斯珂備比古渥を不安定で混沌とした世の中を

治めた神とするのは一応納得のいく解釈である. だがその不安定な政治状況は父神産巣日神

か早く亡くなり幼帝字麻訟訴斯珂備比古遅が残されたからだとする点およびその経験から

直系の「天都神」系の他に第二の皇子に「国都神」系の流れを託したという点は全く彼の恣
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意的な独断である. この奇妙な解釈は古代というより近世の皇位継承のあり方が影響を与え

ているのではないかと患われる. 1710(宝永7)年. 白石の献策と東山天皇の遺勅を受けた近

衛基煕の尽力により閑院宮家が創設されたt8｝. その間の事情が『光台一覧」には「中御門院

二丁隼二二は随分掬三民に見へたまひける故其事関東えも洩聞へ磐もの事欠にと思召入有

之候而俗親王(二院宮)にて被差置なり」(巻二)1！J)と書かれている. つまり天皇が幼少

で亡くなった場合を考えて皇位継承者を補充しうる家系を創設したというのてある. 閑院宮

家の創設の理由は後述するような5代将軍綱吉以来の度重なる直系継嗣の断絶に直面した幕

府が「尊王」の実を示すことで公儀権威の強化を図ることにあったがこの皇位継承者の提供

としての役割は後に光臨天皇の即位という形で現実化することになる. 

 宗武は第5代天呈の天之常立大御神には男子がなく弟であり国主系の「上祖」となった

国之常立人神の長子である天鏡尊を養子とし. 天之常立の皇女を皇后として天鏡尊が第6代天

皇になったのであり国之面立を継いだのは次男の豊雲野であるという(ig5-6頁). この考え

は. 神統譜のいくつかの疑問への解答として導き出されている. まず『日本書紀』の一書に
      ヘ  ヘ  ヘ                           ヘ  ヘ  ヘ                           ヘ  ヘ  へ

「国忌二尊. 天二尊を生む. 天鏡尊天応尊を生む. 天萬尊沫蕩尊を生む. 蒔直尊白襲諾

尊を生む」とあるが. 天三尊・天一尊・沫二尊の3神の名が『記』にも『紀』本文にも国常立

尊以降の神世7代目みえないし. 国神系には「天」を冠する神名が他にはない. 次に『記』

には天之常立大御神までの5柱の神々を「別天神」と記しているがその意味は何か. また歴

史上の人物である神が「独神」とはどういうことなのか. これらすべての疑問への答えとし

て彼は先の神々の継承関係を提示するのである. つまり「別天神」という称号は直系の

皇子が天皇位の継承者であったことを示しそれ以降と区別されているのだと考える. また

「記』では別天神と国之常立神・豊雲野神を「涙点」としているがその意味は「衆妃のミ

有て后を立給ハぬをまうせる」(135頁)ことであり天之高浪大御神の皇女が初めての「后1. 

つまり皇后位の起源ということになる. それらを総合して. 天神系(皇統｝男子による継承が

不可能になった時には国神霊(皇別)から養子を迎え皇女がその皇后となることによって

天神系の系譜が維持されたのでありその系譜が『紀』の一書に残っていたのだと考える. こ

れは同時に高這系の憂世7代に相当する天之気立から高木神へ至る天神系の空白を埋める

ことにもなる. 先にみたように宗武は国神系の創設は幼帝の場合を考慮してのことであった

と考えたが、それとともに皇女しかいない場合に皇位継承者を提供するという役割をも合わ

せてもたせているのである. 三位継承が正当に行われるかどうかは天下の安定には決定的な

意味をもつ. それが問題になる幼帝・女帝の場合の解決策という極めて現実的な政治の世界

のモデルを彼は『記』冒頭の天地の初めを語る神代の段に読み取ったのである. 

 こうした皇位継承のあり方は一方的に天神系だけのために考えられているわけではない. 

先の『紀』の一書によると伊饗諾尊は天神系であるが. しかし『記Aでは国神系の神11t 7
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田安宗武の「古事記詳説」

                               コ代の最後に位置している. それは国忌系6代の「二四陀琉大神に丸子まさねば. 頬那芸大御

神の御漏伊邪那岐大神を給はりて御女伊邪那美大神にあはせまつりて国の第七代とはなし

                                      ヘ  ヘ  ヘ   へ
給へる」(196頁)からであるという. そのために宗武は『記』の神生みの段から「沫那芸神

         ヘ   ヘ  ヘ  へ
次に沫那美神次に頬那両神次に頬面美神」という系譜を取り出して『紀』の一一書に連結

して. 二面芸大御神(＝沫蕩尊)には兄の頬那芸大御神と弟の伊邪心1岐:大神という二人の息子

がいたのだとする. そして天神系であっても長男でなければ国神語に男子がいなかった場

合養子となって国神の娘と結婚して王位継承者となると考えるのである. 同じく養子関係を

結ぶにしても天之常立大御神を継いだ天心尊は国之幽寂大神の長男であったにもかかわら

ず天神系の養子になるわけであるから天神系の継承を第一とする尊卑の序列はここでも歴然

としているといえよう. 

 さらに宗武の家系の存続への関心は皇位・王位という限定された人々における問題に留

まっていた訳ではない、というのはたとえば『徒然草評論』で「いにしへ勢ひゆゆしかりし

                            ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ       ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   へ

人のその末まことしくつづきたるは少し. つづきたる中にも誠の血脈は絶えて人の家の子
  ヘ   ヘ   ヒ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘへ  も

をやしなひてつがせたるも多かるべし」20)と述べているように若い頃から日本の歴史におけ

る正統の断絶と養子縁組みの多さに注目しているからである. 1司姓婚と異姓養子の禁をめぐっ

て儒学者の問で激しい論争が展開された近世社会:11)の中で「神代」＝「人代」における「万

世一・系」につながる皇位継承の原理は支配階級の「家」の永続を願う宗武の熟慮された解答

であった. その意味で国学者宗武は儒者白石と決定的に異なった立場にいたのである. 

2. 

 宗武は以⊥のように、養子・婚姻による両系の関係付けに強い意欲を示しているが. それは

単に高位継承問題への関心からきているのであろうか. 『記』中心主義を最も徹底した宣長は

天照大御神を最高神とする立場を明確に打ち出した. その根拠は天照大御神のみに高天原の

統治が「面心」されていることにある. しかし宗武の場合『記』に則りながらも、天照大御

神にそうした支配者像を読み取ろうとはしない. 彼は伊邪心伎命の天照大御神への「事依」の

言葉を「高木大御神の二面に立セたまふ事」なのでありだから「祝詞に神漏伎神漏美と申

奉るもの. 神漏伎とハ高木大御神の御事神言美とハ. 天照大御神の御事」q40則になる

のだという. 天孫降臨の指令者としての天照大御神と高木神(高御産閑日神)との並存は現

代でも問題になるところであるが近世の武家領主に通有な儒教的な男尊女卑の立場から

「女帝一1を正当化しかねない天照君主説を容認することができなかった宗武は、それを夫婦の

関係として捉えることで解決しようとしている. 伊邪那岐大神という国神のもとに生まれた天
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東(宮澤)

照大御神は高天原の君主ではなく高木大御神の皇后になることによって初めて天神となり

えたというのである. 

                              ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   へ   も   ヘ   ミ
 さて天照と須佐之男の天安河での神生みとその交換を宗武は「人質を取かハすのはじめ

也. 出るに此三人の比売命則高木の大御神の富むすめ五人の男回訓須佐之男命の蔵原の中

国より率たまひし御子也」(142頁〉という。須佐之男の心を疑っていた天照であったが「も

しきたなき心ならバ男子を奉りたまふまじきに、詔のまにまにとりかへたまひつれば御疑

ひはれたり」(143頁)というように須佐之男が「男子」を人質として差し出したことが反

逆心の無さを証明している乏考えている. 「鞍此」を人質の交換とする見方は既に白石の

『古史通』倦二)にもみられるが宗武の特異性は三人の姫を高木と天照との娘にし高

木には男子がいないとしている点である. 『記』には高御産巣神神の子として思兼神神産巣

                            ヘ  へ日神の子として少名毘古血神が登場するがそれは「むかしハ良Hiをも御子といへる」(197

              ヘ  ヘ  ヘ  へ
頁)からであって「真の皇子ハ皇女のミにて男皇子ハまさざりしかバ質にとり給ひし忍

穂耳大御神を養ひて皇太子とはなしたまひし」q司上)という. 『記』の神統譜においては. 天

照大御神から忍心耳神への継承は天皇家として最重要の系譜であるがそれが天照ではなく

須佐之男の子に変質させられてしまっているのである. 

 こうした人質論は「嵐気比」による神生みを天照と須佐之男が「交合したまひしとうた

がハん人もありなむ。依て天安河を中に置てと云事をあかしてその疑ひを解るもの」(］42

頁)でもある. また彼の特異さは伊邪那岐の日向の阿波岐原での襖祓には全く注日してい

ないにもかかわらずこの「宇気比」については「大事をハかるに」は「私よりいつれば則

心のけがれ也。此けがれをさらざれバ事さだむるに誤りあり. 故に是をまつさりたまふを

真名井にふりそそぐにたとへり」(同一ヒ)と縦祓的な解釈をしているところにもある. それ

          ヘ  へは「御目かり事にて治乱のわかるる所をしらせたるなるべし」(143頁)というようにこ

の場面を政治的支配の危機に結び付くような緊迫した事態だと見倣しているからであろう. 彼

は神話的な黄泉国の繊れには無頓着でありえたがしかし政治的「治乱」の分かれ目におけ

る椴れへの対処の仕方については重要視しないではいられなかったのである. 

 宗武が天照大御神にいかに独自な位置付けをしているかは天の石屋戸隠りの段の解釈に

                                    ヘ  へよく表れているこの極めて神話的な段を記紀ともに「天照大御神を貴とむ余り天皇のこ

       ヘ  へ
と嘗なし却て御揃をかくせる故也」(184頁)といい彼は次のように読み解いていく. 須佐

之男命の悪行により死んだ天衣織女(『紀』の稚日女尊に同じ)は天照大御神の腹ではない

が高木大御神の皇女であり忍耐耳尊の妃となっていた. 天照大御神の石屋戸隠りは普通考

えられているように須佐之男を「恐ミ給ふ」たからではなく白分の兄が天神高木大御神の皇

女謡扇女尊を殺した悪業の資任を自ら負い后を辞して政治から離れ「閉居」したから「世の

中くら」くなったのでありまた八百萬神の神事は「国家の治り」の要諦である「賞罰の節」
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川安宗武の「占事記誰説」

(同上)をよく知る天照大御神の再立后のための婚礼の準備であったというのである、后を辞

    ノイハト
して「天斎殿」に「閉居」した天照大御神を真の「聖」と呼んでいることからも分かるように

宗武は儒教的な謙譲の「徳」の体現者として天照を高く評価している. 皇位継承の問題を

男系の視点のみで捉えるのではなく后の存在つまり婚姻がもたらす意味をも含めて考えよ

うとしているのである. それは血統のみならず徳をも考慮にいれたものになっている、しか

しそれはあくまで高木大御神の政治を補佐する皇后としててあり、決して単独で政治的支配

者とはなりえない存在としての評価なのである. 

 天照大御神を皇后とみなす考え方は外宮(度会宮)に祀られる「登rL孝:半神」(豊受大神)

を高木大御神とする解釈を導いている. まず宗武は豊受大神は「御饅(食物)をつかさどる

神」つまり食:物を供する神と思われているがそれは全く立場が逆で「饗応し奉るの詞四

神といへるがごとし」(193頁)だという. そして彼は「二二命世記』を偽書としながらも後

人の知りえないことが記されているとして「皇太神吾一所耳四坐波御鱗毛安不聞食」を根拠

として. 妻てある天照大御神か夫である高木大御神に食事を用意するために自分(内宮)の近

くに祀ることを求めたのだという. だから「三三奉レ仕之時先可レ奉レ三二止由気太神宮一」

というのだと考える. そこには夫の世話をし仕える妻の姿が想定されており天照は婦徳の

                                  ヘ  ヘ  ヘ  へ
持ち主として評価されるのである. 結局伊勢の内・外宮は高木と天照の「夫婦の道正しくま

せる」ことの証なのであるが「いにしへ天照大御神を貴とむが余り天皇のごとく書なせる

よりt此義を知ものなし」｛192頁)として天照の皇后つまり妻としての側面に焦点を当て

ることに彼の主眼があったといえる. これは「日子とは日を主りたまふ神」として「天上

の事」を伊三三1岐に「事依」された点をそのまま伝える白石の理解22｝からも大きく逸脱した

ものである宣長学における天照の肥大化を視野に入れる時宗武の天照の極度の矯小化は国

学史上における一方の流れの行き着く先を明示しているといえよう. 

 このような天照大御神の取り扱いをみてくると天神系と二神系を養子縁組で捉える宗武の

発想の原点にあるのは記紀において「天皇」のごとく見倣されている天照大御神をいかに

儒教的な家父長制の論理で捉えていったらよいのかという問題であったことが分かってくる. 

結局のところ宗武は皇位の継承の正統性という観点から「女帝」の存在を否定的に考えそ

れが天照大御神を謙譲の「徳」を備えた理想的な皇后とする強引な解釈を導いたのである. 宗

武が『古事記詳説』を執筆したと思われる晩年は実は7才で即位し宝暦事件に関わった桃

園天皇が急逝しその幼い子が成長するまでの中継ぎとして桃園の姉の後桜町天皇が位にあっ

た時つまり日本史上最後の女帝の時代(1762～70年)であった. 当峙は、暮初の明正天皇

の先例があったことと幕府が朝廷への十渉を余りしない時であったため揉めることなくす

んだものの謝女帝が歓迎されないことには変わりがなかった. それはともかく宗武の死の

前年皇位は計画通り後桃園天塁へとバトンタッチされるが彼も父と同じく22才で世を去っ
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東1宮澤〉

てしまう. 後にはわずか6ヶ月の女一宮しか残されていなかったので1779(安永8)年11月

に閑院宮家から養子を迎えて二二が行われたその際将来の女一宮との婚姻を想定し最も若

い宮が選ばれたというZ4). それは宗武の聖位継承のルールと奇しくも一致しており『古事

記詳説』は家臣の手で翌年まとめられている. そして践回したのが朝儀再興に尽力した光格

天皇であり後に宗武の息子松平定信と所謂「尊号一件」で対立する人物である宗武はそ

うした朝廷一幕府の関係そのものか大きく転換し始めようとしていた18世紀後半に. この

『古事記』注釈書を書いたのである. 

 さて宗武は. 天孫降臨の段の注釈で『占事記詳説』の中でもひときわ異彩を放つ見解を披露

している. それは三代主神についてである. 事代主神は大国主神の第2子であり建御雷

神か天孫降臨のために派遣された際に大国主神に代わって真っ先に葦原中国を天孫に譲るこ

とに同意した神である. 建御雷神がやってきた時。三代主神は「鳥の二三魚取り」しており

すぐに国譲りに同意し「其の船を踊み傾けて天の逆手を青柴垣に打ち成して隠りき」と

『記』には記されている. 宗武はこれを「貴人」であれば船の乗り下りに跳板を設けるはず

                  クダウトだが. 「国を奉り給ふ御心」(199頁)から「凡人」と1司じように船から直接陸へ下り青柴垣

を間に置き離別の印として「天逆手」を打ったのだと解釈する. これらの行為は、「葦原の中
             ヘ ヘ  ヘ ヘ  ヘ  ヘ ヘ  ヘ ヘ           ヘ                             イモ

つ国を二神(大国主神)のわたくししたまへるを常に憂たまひしからにうとめる妹と契

りたつごと速やかに去りて奉れ給へるたとへ」でありまた二代主大神が鳥遊び魚取りを
          ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ                                                               ヘ   へ   ぬ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ       へ

していたのも「父神のたけくますからに葦原の中つ国をなびかし私したまふをうれひ且
ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   ヘ   へ   も   ヘ   へ

諌むべからぬをさとりて有にしのびたまハず三穂崎にあそび給ひしにぞ有ける」(200頁)の

だというのである. 事代主神は須佐之男が支配を任された葦原中国を捨てて正邪那美のいる

出雲の国に行って以来rこの葦原中国は「天神の御国」(152則であるにもかかわらず父の

大国主神が権力にまかせて「私したまふ」のを憂いてしかも諌むべきでないことを悟って

三穂1埼に引き籠もっていたのだと解する事代主は、それほど天皇家への忠義と親への孝行を

わきまえた賢い神だとされているのである. だからこそ大国主大神はこうした事代主大神

                          ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  へ
の心を知って国譲りの際に「僕が子等百八十神は即ち八重事代主神. 神の御尾前と為り

て仕へ奉らば違ふ神は非じ」と言ったのだとする. つまり事代主神はこうして第2子であ

りながら「四神の御後継せ給ひし」「嫡子」(201頁〉になったのである. 宗武1よ もしこの事

代主大神がいなかったら天孫降臨も「いかでたやすからむ一1と思われるし父の大国主も建御

名方などの兄弟も「さがなからむ」ことになっていたであろうから「まことに君にも御親に

も人民かけて云ばかりなく功ませる神」q司上)なのだと称賛する. したがって. 国統の正

                                 ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  ヘ  へ
統は須佐之男から大国主を経て三代主に至り「俗に此三神をば. 何れをも日本国地主神とま

うせ」(202頁)るというように国統の系譜において事代主大神は大きな意味をもっている

のである. 
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出安宗武の「占事記詳説」

 宗武はこうした『記』への独自な解釈に基づき二代主大神の意味付けをさらに肥大化さ

                               アヂスキケカヒコネ
せる作業を行っている. まず第1に『記』では大国主の第1子てある「阿三三高H二二神は

  カ モ
今二毛大御神と謂ふぞ」と記されているがこれは三代主の誤りであり阿三二高日子根神

は二二二神であるという. この間違いが起こったのは二代主が第2子ながら嫡子になったの

に「鴨大御神ハ大国主神の嫡子にますと云をもとの嫡子にますなる高迦山神に誤り云る」

(201頁)ことになったからだという. したがって延喜式神名帳の加茂御祖社口座についてい

ろいろ言われているが正しくは「一座ハ事忌. 主大神一・・座ハ玉乙姫大神」だという. 第2に

「二十二訳注式」や「豊葦原ト定記」にみえる葦原中国の平定に寄与した三角身命も「事代主

大神の国神の天に帰順ハぬをば伐給ひし時の功より建角身命とも称せしかばかくったへた

りとそおぼゆる、(。2頁)という。ew・3・t. ・.  r記、賦規の段1・三輪の大・t勿主神がr鰹

鳥」となって三島溝咋の娘と交わり生まれたのが神武天皇の大妃となる伊須気余理比売(路輪

五十鈴晶晶)だという話があるが「神代の間の事ハ此書まされる事多けれど神武以下ハ

紀のかた正しき多し」(204頁)とし「紀』に基づいて大物主神は三代主ノ〈・神のことを誤って

伝えたものである(203頁)という. さらに第4に「紀』の安寧紀には緩靖天皇の皇后五

十鈴依媛命は事代主神の娘だと記され諮徳紀には緩靖二二の皇后は事代主神の孫で三王の娘

                     カンサリだと記されているのを踏まえて無代主大神は「麗まさざりし間御子まさず故に神となり. 

まして二柱の女御子(躇鞘五十三姫命と五一1』鈴依媛命)生まし神武二三の后に立まし

代・の天皇此御末ならぬなけれバ内外の宮に嘗て. 外祖の皇太神とて仰がれまし、御孫王

ハ是また幣徳天皇の御外祖にて将加茂の氏人栄えて今に絶え」ないのであり. 「忠孝ま

たく. 日. 、功たぐひな」い神だ(205頁)ということになる. 結局事三主大神は天神系の

高木大御神と天照大御神に次ぐ瞭い神として浮上しているのである. 『記』において同じ国

神系の須佐之男や大国主に比べても決して重要とは思えない二代主をこのような特筆するこ

とで宗武は何を言おうとしているのであろうか. 

 冒頭に述べたように宗武は将軍の子に生まれながら次男であったために将軍になれなかっ

た人物である. その代わり彼は父吉宗の意志のもと前述したように田安家を創立した御

三卿はt家康の3子を藩祖とする尾張藩紀伊藩水戸藩の御三家に倣い. 家康を模範とする

吉宗が新設したものである. しかし御三家が関ケ原勝利まもない時点で兄弟の協力で徳

川将軍家の安泰を図ろうとするものであったのに対し御三卿は. 江戸中期に至り御三家の血

統も疎遠となり将軍継嗣の資格者にも不備を生じたのでその欠陥を補うとともに、御三家

を制御する意図から創立されたのだと推察されている25｝. 徳川家は初代家康から4代家綱ま

では父子関係で相続できたが5代綱吉も6代二二も父子相続ではなくすでに他家を相続し

ている傍系の親藩からの相続. 者である. そして. 8代吉宗白身も御三家の紀伊藩主から将軍家

を相続した人間である徳川幕府が生まれて11H:紀も経たないうちに. 直系相続はすでに3回
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も壊れていたのである. 世嗣家重が不肖で将来に強い不安を抱いていた吉宗が御三家に加え

て田安・一橋の二卿を創設し宗武と宗労を養子に出さなかったことはそうした危機意識の

表れであるといわれているa6)、

 宗武の置かれた以上のような将軍家をめぐる状況を考えると『古事記詳説』の見解には

単なる古代の皇統解釈の問題をこえて彼自身の政治的メッセージが提出されているように思

えてくる. 宗武は廃疾者といわれた異母の兄(後の9代将軍家重)と違って幼い頃よりその

聡明さが期待され父吉宗の寵愛を受けて育った人物である. そこで将軍権力の維持・強化

のために家重ではなく宗武を将軍にしょうとする動きが幕閣の内部に起こっても不思議ではな

い. 事実吉宗の信任を得て享保改革を推進した老中松平乗邑は. 宗武を将軍に推す運動を秘

かに展開したようである. しかし吉宗は将軍家が「嫡庶の順」を無視するような相続を

行ったら諸大名もそれに倣い. 「天下大乱の基」てあると「長大息」したと伝えられている2η. 

そして吉宗は1745(延享2)年9月に隠居し将軍職を家重に譲り西丸に入った、その間t松

平乗邑は突然罷免されたばかりではなく1万石匠封のうえ隠居・謹慎という厳しい処分を受

けている. 松平乗邑処罰の理由は定かでないが近年の研究では廃疾に近い家重の将軍職就

任に反対し失脚したのではないかといわれているZ81. 

 宗武白身が将軍職についてどう考え松平乗邑の罷免事件にどう関わっていたのかはわから

ないがeg｝治者としての充分の教育を受けた宗武にとって家畜の醤軍職就任は以後も治

めるべき国と民をもたない田安家の当主であり続けることを意味しそれは自己の政治的な見

識と能力を発揮する可能性をほとんど閉ざされたようなものである、元来向学心の旺盛な宗

武がこの事件を契機にヨリ学問のIU:界に没頭していくのはある意味で当然の成り行きであろ

う. その中で彼は皇位継承の正当なあり方を『古事記』などの神道書の研究を通じて知り

自らのあり様を納得していったのではなかろうか. 殊に天照の謙譲の徳を称えたように葦

原中国(日本)を「天神(天皇)の御国」とみなし「たけくます」父の大国主神(将軍)が

「私」することを憂い隠棲した事忌主神に対する強い共感は何よりもそのことを明示してい

るように思われる. 息子である松平定信は幕閤で初めて「大政委任」論を説いた人物として

有名であるが宗武の天紳・国忌の両統に対する明確な腺卑の区別と事代主神の独自な評価の

中に、その二二を見出すことが可能ではなかろうか. 以降幕末に向かって「委任」論は. 観

念のレベルをこえて現実的な政治行動の規範となっていくがその端緒の一つを宗武の『古事

記』注釈にみることができるように思われる. 
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lj陵宗武の「1！1事詑詳説」

おわりに

 近世の「神代」研究において以上みてきた宗武の『古事記詳説』はどのように位置付ける

ことができるのであろうか. 宗武の研究は「神代」を人問の政治の世界における歴史的「事

実」とみる点において、明らかに新井白石の『古史通』の流れをくむものであった. しかし. 

白石が天上界の「神代」を地上の古代人の歴史へと還元する神話史実説をとり具体的な史実

との関わりを重視したのに対して宗武は「神代」をそのまま人代てあるかのように捉えてい

るため史実との関連には余り意をもちいてはいない. 白石にとっての古代研究の課題は. 

                ヘ                                        へ

「lr1三面古事記日本紀のごときもまた事を記せし所のものにして道を論ずる所のものにはあら

ず」(「或問』下)細というように中世・近世初期の仏家・儒家神道の「道」を神代に読み込

むことを拒否し正しい「古史」を再構成することにあったため彼は「神代」を史実として

                                   ヘ  ヘ  ヘ  へ読み切ることが必要であったのである. それとともに「史は実に拠て事を記して世の鑑戒を

示すもの」(『古史通』読法凡例)31)というようにt彼にとって歴史は単なる事実ではなく「鑑

戒」になりうるものてあった. とはいっても彼は「Il:1:1」という時代に歴史的に特別の意味を

見出してはいなかった. それは中IU:から近世へと続く歴史の1コマでしがなかったのである。

それに対し宗武にとって「古」ニ「神代」は単なる歴史の1コマではなく歴史を超えて規範

的意味をもちうる「聖」なる時代であった. 彼は白石の研究を前提としながらも「神代」

に政治的な規範となる「道」をみていくのである. しかしそれは儒家神道のように陰陽五行

などの概念を「神代」に持ち込んで解釈するのではなく結果的にはいかに自己の関心に偏し

た恣意的な解釈であったとしてもあくまでも『古事記』の記述に即した注釈を通して政治的

意味を導出しようとしたところに大きな特色がある. その意味で. 彼の方法は真淵を経て宣長

へとつながっていくといえるであろう

 確かに. 宗武の『古事記詳説』は真淵の『古事記』研究を参照して口説を展開したものと

いわれている鋤通り真淵の注釈と共通したところも多いしかしそれはあくまでも訓

読・語釈のレヘルであって注釈の根底にある世界観は全く相違しているように思われる. つ

まり汎神論的世界観に立つ真淵は記紀神話の天地創出の世界を一応そのまま肯定する姿勢

を貫いているのに対して朱子学的世界観に立つ宗武は. 記紀神話のコスモロジーを全く認め

ていないからである。さらに宣長においては「高天原」を天⊥:界と断定する神学が形成され

るのであり宗武と宣長とでは同じく「文献学」的方法といっても「神代」へ向かうベク

トルがまるで逆なのである. 「神話にいかに接するか」という視点から近世における記紀の

「神代」研究をみれはその分水嶺は「高天原」を天上界と見倣すか人間界と見倣すかが決定

的に重要である. そこには近匿の知識人の人問観と世界観が神話的想像力の形をとって露呈
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しているからである. この観点からすれば反対に神代に「道」を導入した垂加神道に宣長

学との関わりをみることができる13). 宗武にしても白石にしても神話に政治史を読めば充分

であったが闇斎や宣長はもっと広範な世界観の基礎となるコスモロジーまでをも読む必要が

あったのである. 近世の「神代」研究は様々な人間観や世界観が錯綜し複雑な様相を呈して

おり決して一直線の流れとしてみることかできないといえよう. 
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